
市に提出・届出が必要な事項で、未提出・未届の多い内容について再周知します。



運営推進会議の対象サービスと開催回数等については、上記表をご覧ください。
対象のサービスによって、運営推進会議の開催回数が異なります。



運営推進会議（介護・医療連携推進会議）の開催時の注意事項と議事録の提出・公表について
は、上記を確認してください。
議事録の提出の際は、市HPに掲載の記載例を確認し、記載漏れの無いよう提出してください。



事業所数によって整備内容が異なるため、上記の表を確認し届出を行ってください。



新規に業務管理体制を整備した場合や届出事項に変更がある場合（法令遵守責任者が変わる
場合等）のほか、事業所数に応じた区分が変更となった場合（事業所数が19から20になった場
合等）は届出が必要です。


